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契
約
に
つ
い
て

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
前
に
は
、
必
ず
契

約
が
必
要
で
す
。

４
月
か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
人
は
、

３
月
中
に
契
約
を
結
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

支
援
費
制
度
で
は
、
利
用
者
が
自
分
で
施

設
や
事
業
者
を
選
び
ま
す
。
市
で
は
、
支
援

費
の
指
定
を
受
け
た
事
業
者
の
情
報
を
掲
載

し
た
冊
子
を
、
受
給
者
証
送
付
時
に
同
封
し

ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
を
申
し
込
む
時
に
は
、
サ
ー
ビ

ス
の
内
容
や
ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
の
対
応
な
ど

に
つ
い
て
事
業
者
か
ら
十
分
に
説
明
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
契
約
時
に
は
、
事
業
者
に
必
ず
受

給
者
証
に
契
約
し
た
内
容
を
記
載
し
て
も
ら

い
ま
す
。

�
契

約
�

支
援
費
制
度
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
際
、
必
ず
契
約
が
必
要
で
す
。

「
約
束
通
り
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
な

か
っ
た
」「
事
前
に
説
明
の
な
か
っ
た
費
用
が

請
求
さ
れ
た
」
な
ど
と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
を

避
け
る
た
め
に
も
、
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
支

払
う
額
等
に
つ
い
て
、必
ず
確
認
し
て
か
ら
、

き
ち
ん
と
契
約
を
結
ん
で
お
く
こ
と
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
契
約
は
、
必
ず
書
面
で
行
い

ま
し
ょ
う
。

�
重
要
事
項
説
明
書
�

事
業
者
や
施
設
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

内
容
の
重
要
な
項
目
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
説
明
す
る
も
の
が
、
重
要
事
項
説
明
書

で
す
。
契
約
時
に
は
、
必
ず
利
用
者
に
文

書
で
交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

よ
く
聞
い
て
、
納
得
が
い
く
ま
で
説
明

を
受
け
ま
し
ょ
う
。

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
い
て

�
個
別
支
援
計
画
�

利
用
者
が
、
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
い
の
か
、
施
設
や
事
業
者
は
内

容
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
希
望
を
聞
き
な

が
ら
、
具
体
的
な
支
援
内
容
の
計
画
を
立

て
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
計
画
の
こ

と
を
「
個
別
支
援
計
画
」
と
い
い
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に
は
、
施
設

や
事
業
者
と
よ
く
話
し
あ
っ
て
、
個
別
支

援
計
画
を
立
て
ま
し
ょ
う
。

�
苦
情
相
談
窓
口
�

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
て
、
困
っ
た

り
、
嫌
な
思
い
を
し
た
り
し
た
時
は
、
施

設
や
事
業
者
に
は
、「
苦
情
受
付
担
当
者
」、

「
苦
情
解
決
責
任
者
」、「
第
三
者
委
員
」

が
、
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
人
に

申
し
出
ま
し
ょ
う
。

利
用
者
負
担
額
に
つ
い
て

支
援
費
制
度
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と

き
に
、
利
用
者
負
担
額
を
施
設
又
は
、
事
業
者
に

支
払
い
ま
す
。

利
用
者
負
担
額
は
利
用
者
の
負
担
能
力
に
応
じ

て
決
め
ら
れ
、
そ
の
負
担
額
が
支
援
費
の
基
準
額

に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
不
足
分
に
つ
い
て
、

扶
養
義
務
者
か
ら
、
負
担
を
求
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

（
扶
養
義
務
者
の
範
囲
）

�
利
用
者
負
担
額
の
認
定
方
法
�

利
用
者
負
担
額
の
認
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
次

の
資
料
に
よ
り
、
そ
の
額
に
応
じ
て
、
各
所
得
階

層
区
分
ご
と
に
認
定
さ
れ
ま
す
。

�
利
用
者
負
担
額
上
限
月
額
に
つ
い
て
�

居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
利
用
者
の

負
担
額
が
、
著
し
く
増
大
し
な
い
よ
う
に
、
各
所

得
階
層
区
分
ご
と
で
、
利
用
者
負
担
額
の
１
ケ
月

に
支
払
う
上
限
額
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

支援費制度 Ｑ＆Ａ

市では、福祉サービスや就労、権利擁護等の様々な相談に対応するため、地域に「障害者
あんしん相談窓口」を設置しましたので、ご利用ください。

わかばエール
〒６６３―８２３３
西宮市津門川町２―２８
電話 ０７９８（３９）２５００
ＦＡＸ０７９８（３９）２５００

開設日 月～金
（祝日を除く）

開設時間 ９時から１７時

ピアサポート・西宮
〒６６２―０８５１
西宮市中須佐町５―１２
電話 ０７９８（３４）４６０９
ＦＡＸ０７９８（３４）４６０４

開設日 月～土
（祝日除く）

開設時間 １０時から１７時
火・木・金は２０時３０分
まで
＊時間外も電話受付して
います。

のまネット西宮
〒６６２―０９１３
西宮市染殿町８―１７
総合福祉センター内
電話 ０７９８（３７）１３００
ＦＡＸ０７９８（３４）５８５８

開設日 木曜、祝日、総
合福祉センター休館日を
除く毎日
開設時間 ９時から１７時
火・金は２０時３０分まで
＊時間外も電話受付して
います。

ななくさ清光園
〒６６３―８００１
西宮市田近野町８―１
電話 ０７９８（５６）１７００
ＦＡＸ０７９８（５６）１７０１

開設日 毎日
開設時間 ２４時間受付

砂子療育園地域支援課
〒６６３―８１３１
西宮市武庫川町２―９
電話 ０７９８（４７）９９５９
ＦＡＸ０７９８（４３）１０２２

開設日 月～土
（祝日除く）

開設時間 ９時から１７時

で あ い
〒６６３―８２４１
西宮市津門大塚町１―３８
すずかけ作業所内
電話 ０７９８（２３）６８６５
ＦＡＸ０７９８（２３）６８６５

開設日 月～土
（祝日を除く）

開設時間 ９時から１８時
＊時間外は携帯電話へ
０９０（９９９９）１６８６

利
用
者
の
年
齢

が
２０
歳
以
上

支
給
決
定
の
際
に
、
同
一

世
帯
、
同
一
生
計
に
あ
る

配
偶
者
、
子
の
う
ち
最
多

納
税
者

利
用
者
の
年
齢

が
２０
歳
未
満

支
給
決
定
の
際
に
、
同
一

世
帯
、
同
一
生
計
に
あ
る

配
偶
者
、
父
母
又
は
子
の

う
ち
最
多
納
税
者

判定方法

本人の前年収入から必要
経費を控除した額

扶養義務者の前年の所得
税額等

本人の前年の所得税額

扶養義務者の前年の所得
税額等

本人・扶養義務者の前年
の所得税等の合算額

グループホームは、利用者負担額はありません。

サービス

施設支援

居宅支援

居宅支援

利用区分

身体障害者
知的障害者
（１８歳以上）

障害児
（１８歳未満）

Ｑ：ホームヘルプサービ
スを利用する際に、Ａの
事業者とＢの事業者の両
方の事業者を利用するこ
とは可能ですか？

Ａ：可能です。決定され
た支給量の範囲内であれ
ば、２つの事業者と契約
して利用することができ
ます。

Ｑ：施設受給者証に書い
てある障害程度区分てな
んですか？

Ａ：施設を利用する際に、
利用者の障害の程度に応
じて、支援費の額が定め
られます。各施設の種類
毎に定められたチェック
項目についてお聞きし、
３つの区分に判定します。
この区分を障害程度区分
といいます。

Ｑ：転居する場合はどう
したらよいのですか？

Ａ：転居する場合には、
市に届出が必要です。市
外に転居される場合は、
サービスを継続して利用
できるように、転居先の
市町と調整をする必要が
ありますので、事前に受
給者証や障害者手帳を持
って、市にご相談くださ
い。

�成年後見制度�
契約の内容が難しくてよくわからない。一人では、契約などできない

など、判断能力が不十分な人が、財産の管理や福祉サービスの利用を行

う時に、裁判所から選任された後見人等が、利用者の権利を守ります。

・神戸家庭裁判所 尼崎支部 ℡０６（６４３８）３７８１

�福祉サービス利用援助事業�
在宅で生活されている判断能力に不安のある、知的障害のある方が、

福祉サービスの利用申込みをするときや利用料金の支払い、預貯金の出

し入れなどを、社会福祉協議会との契約に基づいて、生活支援員がお手

伝いをします。

・西宮市社会福祉協議会 ℡０７９８（２３）１１４３

�苦情の解決�
施設や事業者に設置されている「苦情受付担当者」等に、直接、言え

なかったり、苦情をいっても解決されない場合は、運営適正化委員会に

相談しましょう。

・兵庫県運営適正化委員会 ℡０７８（２４２）６８６８

（兵庫県社会福祉協議会内）

�権利擁護の相談�
「権利擁護なんでも相談」を、毎週火曜日（変更になることもありま

す。）の１０時から１２時まで、総合福祉センターで行っています。サービス

を利用している中で困っていることや、「権利擁護」について知りたいこ

となどの相談に応じます。（ご相談は無料）

・にしのみや権利擁護支援センター「ほっと」 ℡０７９８（２２）７５５１

Ｑ：支給期間の途中で、支給
量の変更はできないのです
か？

Ａ：身体の具合や家庭の状況
が変わったことで、支援の内
容の見直しが必要になった場
合など、支給期間内でも、変
更の申請をすることが可能で
す。その時には、変更申請書
を申請し、再度、調査を受け
ていただき、支給の決定をし
ます。

こんなときは、ここに相談�

障障害害者者ああんんししんん相相談談窓窓口口

Ｑ：支給量は、どう
やって決められるの
ですか？

Ａ：支給量は、調査
の時にお聞きした内
容をもとに、ケアプ
ランを作成し市で策
定したガイドライン
に沿って、支給量を
決めます。

（２）平成１５年（２００３年）２月２５日障害者福祉支援費制度特集号


